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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年９月２７日 ０３時０５分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市大立
おおたて

島北西方沖（色
いろ

瀬） 

 大立島灯台から真方位３２３°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°０２.０′ 東経１２９°２５.２′） 

事故の概要  プレジャーボート達
たつ

竜
りゅう

丸は、北東進中、乗り揚げた。 

 達竜丸は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年９月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 達竜丸、４.３トン 

 ＮＳ３－５０６２０７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.９０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、平成５年８月６日 

 第２９０－４２６０６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４４歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１５年８月２９日 

  免許証交付日 平成２５年２月２０日 

         （平成３０年８月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口、亀裂及び凹損、プロペラ翼に曲損及び欠損、プロペ

ラ軸に曲損、舵板に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約２～３m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２８年９月２７日０２時５０

分ごろ船首約０.２ｍ、船尾約１.０ｍの喫水で大立島北西方沖にある

色瀬北方の釣り場に向けて西海市江
え

ノ島南方２Ｍ付近の釣り場を出発

した。 

 船長は、操舵室前部右舷側にある椅子に腰を掛けて操船に当たり、

大立島西方沖を約２０ノットの対地速力で手動操舵により北東進中、

色瀬付近で操業しているいか
．．

釣り漁船１隻の集魚灯を視認した。 
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 本船は、船長が、日頃から、漁船が色瀬西端付近で操業していると

ころを見掛けていたので、いか釣り漁船の西方約５０ｍを航行すれ

ば、色瀬西端を約５０ｍ離して通過できると思い、いか釣り漁船を右

舷側に約５０ｍ離して北東進中、０３時０５分ごろ衝撃を受けて船体

が停止した。 

 船長は、操舵室から出て周囲の状況を確認したところ、色瀬西端付

近の岩場に乗り揚げていることを知り、本船から岩場に下りて本船の

損傷状況を確認するとともに、親族に本事故発生の連絡を行い、来援

した親族の漁船に移乗し、海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

 本船は、船長が手配したクレーン台船により吊
つ

り上げられ、同台船

に載せられて長崎県佐世保市の造船所に上架された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、平成１８年ごろから、１か月当たり約１０日、江ノ島、大

立島、色瀬等の周辺海域で釣りを行っていた。 

 船長は、ふだん、慣れない海域に行くときには、ＧＰＳプロッター

兼魚群探知機（以下「本件ＧＰＳプロッター」という。）をＧＰＳプ

ロッターとして使用していたが、本事故当時、慣れた海域であったの

で、本件ＧＰＳプロッターを魚群探知画面にし、目視で周囲の灯台等

の灯光及び漁船の灯火等を見て概略の船位及び針路を確認していた。 

 船長は、本事故当時、レーダーを使用していなかった。 

 船長は、本事故当時、いか釣り漁船の集魚灯が明るかったので、そ

の背後にある色瀬が見えなかった。 

 海図Ｗ１９８（伊万里湾至長崎港口）によれば、色瀬は、高さ約９

ｍの水上岩であり、周囲が危険界線で囲まれている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、大立島西方沖を北東進中、船長が、いか釣り漁船の集魚灯

が明るくてその背後にある色瀬が見えなかった上、いか釣り漁船が色

瀬西端付近で操業しているものと思い込み、本件ＧＰＳプロッター等

で船位の確認を行っていなかったことから、色瀬西端付近に向かう態

勢で航行していることに気付かず、色瀬西端付近の岩場に乗り揚げた

ものと考えられる。 

 船長は、日頃から、漁船が色瀬西端付近で操業しているところを見

掛けていたことから、いか釣り漁船が色瀬西端付近で操業していると

思い込んだものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、大立島西方沖を北東進中、船長が、いか

釣り漁船の集魚灯が明るくてその背後にある色瀬が見えなかった上、

いか釣り漁船が色瀬西端付近で操業しているものと思い込み、本件Ｇ
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ＰＳプロッター等で船位の確認を行っていなかったため、色瀬西端付

近に向かう態勢で航行していることに気付かず、色瀬西端付近の岩場

に乗り揚げたものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行に慣れた海域であっても、目視のみに頼らず、レーダー、Ｇ

ＰＳプロッター等の航海計器を活用し、船位及び針路を確認しな

がら航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

事故発生場所 
（平成２８年９月２７日 
０３時０５分ごろ発生） 

本船 

江ノ島 

大立島 

大立島灯台 

横曽根灯標 

色瀬 

長崎県 

西海市 

五島列島 

長崎市 

西海市 

佐世保市 


